
 
 
 
 
 
 

 

計画変更の円滑化のためのガイドライン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１９年１２月 

財団法人 建築行政情報センター



計画変更の円滑化のためのガイドラインの策定について 

 
 
本ガイドラインは、計画変更手続きを要しない軽微な変更や当初の申請にお

いてあらかじめ幅のある計画内容について確認を受けておくことにより計画変

更手続きを不要とする方法について、参考事例や手順等を示すものです。 
 
 
１．軽微な変更 

建築物の計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更については、従来から

建築基準法施行規則第３条の２に定められているところですが、建築基準法施

行規則の一部を改正する省令（平成１９年国土交通省令第８８号）が平成１９

年１１月１４日に施行されたことによって、軽微な変更に該当する場合の取扱

いが弾力化され、計画の変更の内容が建築基準関係規定に照らして｢安全上、

防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害

の度が（変更前より）高くならない｣ものであれば軽微な変更に該当するもの

として取り扱われることとなりました。 
 
２．あらかじめの検討 

また、当初の確認の申請に係る図書及び書類において、建築物の計画上建築

主等の意向により発生が見込まれる変更事項への対応方法があらかじめ検討

されている場合（例えば、分譲共同住宅について、一定の間取り変更が生じて

も構造耐力上、防火・避難上、採光上等支障がないことがあらかじめ確かめら

れている場合等）にあっては、あらかじめの検討内容も含めて建築確認を受け

ることができます。 
この場合においては、当該変更内容の範囲内で施工が行われている限り、当

該事項に係る計画変更確認の手続きは必要ないこととされております。 
 

 
なお、法第６８条の２６の規定に基づく構造方法等の認定（建築物に関する

もの）についても、あらかじめの検討内容を含んで性能評価及び認定を受ける

ことが可能です。性能評価申請及び認定申請に係る図書の記載にあたっては本

ガイドラインの記載事例も参考とし、具体的な事例については各指定性能評価

機関に事前にご相談ください。当該認定に係る軽微な変更やあらかじめの検討

の取扱いについては、現在、（財）日本建築センターのＨＰ（http://www.bcj.or.jp/）
に公開しておりますので参照ください。 

http://www.bcj.or.jp/
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３．「軽微な変更」と「あらかじめの検討」に関する手続き 
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　軽微な変更説明書　 事例１

建物用途 　共同住宅 軽微な変更のタイプ 　間仕切壁の計画

１．内容
住戸購入者が好みにあった住戸内プランを選択した結果、間仕切壁の数量が減と
なり、安全上、環境衛生上も従来の能力を維持している変更

２．軽微な変更に該当する理由

a.　間仕切壁の長さは減っている。

b.　窓A,Bの採光有効面積の変更はなし。なお、窓A,Bの採光面積は満足している。　

　　　　窓A採光有効面積＝W1.5×H2.0×係数1＝3.0㎡

窓B採光有効面積＝W2 0×H2 0×係数1＝4 0㎡　　　　 ＝W2. ×H2. ＝4.

　　　　窓A+窓Bの採光有効面積＝7.0㎡

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞変更後の居間・食堂の採光必要面積　室面積30.3㎡/7＝4.33㎡

c.　窓A,Bの換気有効面積の変更はなし。なお、窓A,Bの換気面積は満足している

　　　　窓A換気有効面積＝W1.5×H2.0×１/2＝1.5㎡

　　　　窓B換気有効面積＝W2.0×H2.0×１/2＝2.0㎡

　　　　窓A+窓Bの換気有効面積＝3.5㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞変更後の居間・食堂の換気必要面積　室面積30.3㎡/20＝1.52㎡

d.　住戸内の最大避難歩行距離は変更なし。　

確認申請時 軽微な変更
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